
外 貨 定 期 預 金 ［ 予約付 ］ 
本商品は現在、新規取扱を停止しております。 

平成２２年１０月１日現在適用中 

１．商 品 名 ・外貨定期預金 [ 予約付 ] 

２．ご利用いただける方 ・個人および法人 

３．お預け入れ期間 

  原則翌々営業日預入開始で、 

・定型方式：１カ月、３カ月、６カ月、１年 

・満期日指定方式：1日以上 1年以内 

４．お預け入れ方法 

（１）お預け入れ方法 

（２）お預け入れ金額 

（３）お預け入れ単位 

 

・日本円または米ドルを代り金として一括お預け入れいただきます。 

・１００米ドル以上（セント単位） 

・補助通貨単位（１セント：ただし硬貨の取扱はできません） 

５．払戻方法 ・円貨を代り金として、満期日に利息とともに予約相場にて一括払戻しいたします。

６．利    息 

（１）適用利率 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

（４）税    金 

 

・お預入時の金利を満期日まで適用します。 

（利率は「インフォメーションボード」に表示しております） 

・満期日に円貨にて、一括してお支払いいたします。 

・付利単位を１セントとし、１年を３６５日とする日割計算をします。 

・利子所得は法人のお客様は総合課税、個人のお客様は源泉分離課税（国税１５％、

地方税５％）として課税されます。 

７．手数料 ・米ドル現金または米ドル建旅行小切手によるお預入れ、あるいはお引出しの場合

は、所定の手数料が必要となります。なお、お預入・お引き出し方法により、手数

料等が異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法をあらかじめお示しす

ることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記手数料に消費税はかかりません。 

T/C とは、トラベラーズチェックのことをさします。 

（注１）TTSレートとは、当行がお客さまに外貨を売る場合に使用するレートのこと

 お預入・お引出方法 手数料・金利等 

円をドルにする際には手数料を含んだ為替相場である

TTS レートを適用します。TTS レートには、為替手数料（1

米ドルあたり 1円）が含まれています。（注１） 

円の現金でのお預入 

円預金からのお振替 

米ドル現金でのお預入（注２） 外国通貨取扱手数料  1 米ドルにつき 2円 

米ドル T/C でのお預入（注２） メール利息 ドル建額面×米ドルメール金利（注３） お 

ご本人の外貨預金からのお振

替 
手数料はありません。 

預

入 

到着した外貨建送金のお預入

手形・小切手の取立代金のお

預入 

外貨預金預入に関わる手数料はありません。別途それぞ

れの取引に関しての手数料は掛かります。 

輸出手形取立代金のお預入 

ドルを円にする際には手数料を含んだ為替相場である

TTB レートを適用します。TTB レートには、為替手数料（1

米ドルあたり 1円）が含まれています。（注１） 

円の現金でのお引出 

円預金へのお振替 

米ドル現金でのお引出（注２） 外国通貨取扱手数料  1 米ドルにつき 2円 

米ドル T/C でのお引出（注２） T/C 発行手数料  ドル建額面×１％ 

ご本人の外貨預金へのお振替 手数料はありません。 

お

引

き

出

し 
外貨建送金に利用されるお引

出 
外貨預金お引出に関わる手数料はありません。別途それ

ぞれの取引に関しての手数料が掛かります。 
輸入決済に利用されるお引出



で、基準となるレートに為替手数料（米ドルの場合１米ドルあたり１円）を

加えたものです。 

    TTBレートとは、当行がお客さまから外貨を買う場合に使用するレートのこ

とで、基準となるレートから為替手数料（米ドルの場合１米ドルあたり１円）

を差し引いたものです。 

（注２）米ドル現金および米ドル T/C でのお預入・お引出は、外貨両替取扱店の店頭

でのみ、お取扱しております。 

（注３）米ドルメール金利とは、外貨の決済期間に関わる金利のことで、1 米ドルあ

たりの円貨額で表示されます。詳しくは店頭もしくはあおぎん外為相談ダイ

ヤル０１２０－７４６４５４にてご確認ください。 

８．付加できる ・自動継続の取扱はできません。 

    特約条項 ・マル優のご利用はできません。 

９．中途解約の 
・原則として中途解約はできません。 

     取扱い 

・預金保険の対象ではありません。 

・外貨定期預金は、外貨預金（本邦通貨以外の外貨建ての預金）のうち、あらかじめ

預金の期間を定め、原則としてその期間中は払い戻しの要求に応じないことを条件

としている預金です。 

・円を外貨にする際（預入時）及び外貨を円にする際（引き出し時）は手数料（米ド

ルの場合１米ドルあたり１円）がかかります。（お預入時およびお引き出し時には、

手数料分を含んだ為替相場である当行所定の TTS レート（預入時）TTB レート（引

出時）をそれぞれ適用します。） 

・したがって、為替相場の変動が無い場合でも、往復の為替手数料（１米ドルあたり

２円）がかかるため、お受取の外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円

貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 

10.その他参考と 

    なる事項 

・外貨定期預金は、原則として中途解約できませんが、やむをえない事情により中途

解約する場合には、中途解約手数料がかかります。そのため、中途解約手数料の金

額が中途解約利息を上回る場合には、差し引き後の残額が当初預入元本金額を下回

り、元本割れするリスクがあります。 

・為替差益は「雑所得」として総合課税の対象となります。 

（ただし、年収 2 千万円以下の給与所得者で差益を含め給与以外の所得が年間 20 万

円以下であれば、確定申告は不要です。） 

・為替差損が生じた場合、雑所得から控除することができます。（他の所得との損益

通算はできません。） 

11.当行の商号 
株式会社 青森銀行 

青森県青森市橋本 1丁目９番３０号 

 

  

当行が契約している指定紛争解決機関

全国銀行協会 

 連絡先 全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 


